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衆
議
院
議
員
小
沢
和
秋
君
提
出
政
治
資
金
収
支
報
告
書
の
開
示
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

（
一
）
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
付
け
で
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律（
平
成
十
一
年
法
律
第
四
十
二
号
）

に
基
づ
く
開
示
請
求
の
あ
っ
た
御
指
摘
の
「
明
日
の
長
崎
県
を
創
る
会
」
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
同
月
十
八
日
付
け

で
そ
の
全
部
を
開
示
す
る
決
定
を
行
い
、
そ
の
旨
を
開
示
請
求
者
に
対
し
通
知
し
、
同
月
二
十
二
日
に
、
当
該
収
支
報
告
書

の
写
し
の
交
付
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
、
写
し
の
一
部
に
欠
落
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
同
月
十
二
日
に
、
総
務
大
臣
に
提
出
の
あ
っ
た
平
成
十
四
年
分
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
が
公
表
さ
れ
た
こ
と
に

伴
い
、
多
く
の
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
に
つ
い
て
の
開
示
請
求
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
請
求
に
つ
い
て
速
や
か
に
開
示
を
行

う
べ
く
事
務
処
理
を
進
め
る
中
で
、
御
指
摘
の
収
支
報
告
書
の
写
し
を
複
写
機
に
よ
り
作
成
す
る
際
、
当
該
収
支
報
告
書
の

原
本
と
の
確
認
を
十
分
に
行
わ
な
か
っ
た
た
め
に
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
今
後
、
事
務
の
適
正
な
執
行
に
努
め
て
ま
い
り

た
い
。

（
二
）
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
記
載
内
容
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
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